
1．笠間俳句ポスト事業
①笠間俳句ポスト運営委員会
② 笠間の菊まつり協賛の一環として、俳句文化の興

こうりゅう

隆に役立て
るため、市内数箇所に設置されている俳句ポストの広報周知
を図り、多数の応募を呼びかけ、審査会における審査を経て
入選作品を決めて表彰するもの
③278,000円　　④100,000円［2,000ポイント］

2．スクエアステップ交流会
①笠間市スクエアステップ・リーダー会
② 市内に限らず近隣の市・町からも60歳以上の高齢者に自由に参
加していただき、各支部のステップ体操の披露やボールゲーム、
ダンスなどを楽しんでいただくもの
③124,000円　　④100,000円［2,000ポイント］

3．笠間野菜のブランド化事業
①NPO法人グラウンドワーク笠間
② 市内の農家が生産した『笠間野菜』を『京野菜』や『鎌倉野菜』の
ようなブランディング化（差別化）することで県内をはじめ、世
界的にも発信し、拡販を推進する事業
　 市内の「耕作放棄地」を活用するとともに「若い人の農業への就
労支援」を図りながら『まちおこし』に貢献していくもの
③300,000円　　④100,000円［2,000ポイント］

4．ボランティアサークル四つ葉　ユニホーム作成事業
①配送「四つ葉」（笠間市社会福祉協議会岩間支所 所属）
② 社会福祉協議会の配食サークルとして活動をしているが、自
分たちの目印でもある黄緑色のジャンバーを新調する事業
③75,000円　　④75,000円［1,500ポイント］

5．世界に羽ばたく子ども達を育てる事業
① IFK（Innovation From Kasama）笠間市青年海外派遣者
の会

② 就学前から英語教育などを無料で楽しく世界の文化や習慣、
遊びなどを習得してもらうことで、一人でも多くの子どもに
世界のことを知って羽ばたいてもらうもの
 　◆外国人講師を招いての外国語による体験学習
 　◆「ふるさとまつりinかさま」でのイベントブース出展など
③80,000円　　④70,000円［1,400ポイント］

その他

1.市民貸出用簡易テント購入事業　1500ポイント
2.市民貸出用公用車経費支払　20ポイント～

【問合せ】市民活動課（内線132）

笠間市まちづくり市民活動助成事業 を募集します
市民公募の提案事業に対する補助事業

　地域の特性を活かし、市民活動の活性化を図ることを目的
に、市民自らがまちづくりの主体として活動していくために
必要な経費に対して助成金を交付します。
◆応募資格

　助成の対象となる団体は、次の各号のすべての要件を満た
す団体とします。
⑴  営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進

に寄与することを目的とする活動を行う団体
⑵  前号の活動を自主的に行い、継続して行う見込みがある

団体
⑶ 活動拠点が市内にあり、地域に根ざした活動を行う団体
⑷ 5人以上の構成員がいる団体
※ ただし、宗教活動、政治活動もしくは選挙活動を行う団体

については、助成の対象としません。

◆対象となる事業
　次のいずれかに該当し、交付決定後、概ね平成26年6月か
ら平成27年3月までに実施する事業
⑴  自立促進事業：市民活動団体の設立や法人化するなど、

市民活動団体の自立をめざす活動など
⑵  地域活性化事業：さまざまなな課題を自主的に解決した

り、地域間交流、地域資源を活用したまちづくり事業
◆審査基準
　まちづくり市民活動助成金審査会で、別に定める審査項目

（6項目）により、書類審査（1次）および、申請団体の代表者
から直接プレゼンテーション（2次：5月22日実施）をしてい
ただき決定します。
◆応募の手続き
　笠間市まちづくり市民活動助成事業希望調書、団体説明書、
活動写真等を5月16日（金）までに《市民活動課》へ提出し
てください。

◆助成金の額

事業区分 年度区分 補助率等 助成限度額
自立促進事業 単年度 必要な経費（1団体1回限り） 10万円

地
域
活
性
化

事
　
　
　
業

単年度助成希望事業 単年度
必要な経費のうち、事業費の3分の2
以内の額又は30万円

30万円
2年継続助成希望事業 2か年 45万円（2か年の合計額）
3年継続助成希望事業 3か年 60万円（3か年の合計額）

※原則　千円未満は切捨て
◆採択件数

　自立促進事業1件以内、地域活性化事業2件以内を基準とし、予算の範囲内で決定します。
【問合せ】市民活動課（内線132）

①団体名　②事業内容　③事業予算　④助成希望額

　社会実験中から継続して貯めた皆さんのポイントは、公募により決定した以下の提案事業に寄付することができます。 
　“1ポイント”から寄付することができ、一人では少ないポイントでも皆さんが協力することで提案事業の実施につなげていくこと
ができますので、市民活動課、または各支所地域課にてお手続きをお願いします。【カード所有者本人のみ】
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